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［意見］ 

今般の農業協同組合法施行規則の改正については、全国共済農業協同組合連

合会（以下、全共連）によって運営されている共済の契約者保護の充実を図

るものとして歓迎いたします。ACCJは、日本政府は民間保険会社と制度共済の

競争条件同一化を速やかに達成すべきであり、そのためには制度共済はすべて

金融庁の監督下に置かれるべきであると考えております。それが実現されるま

での間、今回制定されたルールの実効性を確保するために、農林水産省がス

キルと経験を有した人的リソースを十分に手当てして、金融庁による保険会

社の監督・検査と同じ水準で、かつ機動的に対応できる体制を整備されるこ

とを要望いたします。 

 

 

・該当箇所  

未成年者等に対する共済契約の不正利用を防止する措置について  

・意見内容、理由  

 

 

 

農業協同組合法施行規則の改正にあわせ、共済事業向けの総合的な監督指針

についても同様の措置を講じるべき。 

 

（理由） 

今般の農業協同組合法施行規則の改正にあたって、農林水産省はその改正の趣

旨を「保険契約と同様に未成年者等に対する共済契約の不正利用を防止する措

置を設けるため」としました。それにも関わらず、農林水産省は、金融庁が保険業

法施行規則改正と同時期に保険会社向けの総合的な監督指針改正の措置を講じ

たのに対し、共済事業向けの総合的な監督指針改正の措置を講じていません。

 



ACCJは、制度共済が実質的には不特定多数の人に対して、民間保険会社と同種

の商品を販売していると認識しており、制度共済は民間保険会社と同等な監督・規

制環境に置かれるべきであると考えています。今回、農林水産省が共済事業向け

の総合的な監督指針の改正を省略した措置は、制度共済が民間保険会社に比べ

緩やかな管轄下にあることを示した典型的な例であるといえます。また今後、当該

措置について民間保険会社と制度共済の規制に一定の差異が維持された場合、

加入に際して保険商品と共済商品を比較検討している消費者の保護を損なう恐れ

もあります。ACCJは、日本政府が民間保険会社と制度共済の競争条件同一化を

速やかに達成し、制度共済はすべて金融庁の監督下に置かれるべきであると考え

ておりますが、まず当該措置に関し、農林水産省が速やかに共済事業向けの総合

的な監督指針の改正案を提示し、行政手続法に基づく手続きを講じることを要請し

ます。 

 

以上  

 


